
公園緑地等の維持管理活動に必要な機械工具の貸出

除草や清掃にご活用いただける充電式の刈払機とブロア（落ち
葉や刈り取った草などを集めるために強力な風で吹き飛ばす機
械）を貸し出しています。なお、各１台と台数に限りがあります
ので、事前にお問合せください。

●刈払機 ●ブロア



剪定講習会の開催

活動されている公園緑地ごとに、剪定講習会の申込みを受け付
けております。

●南生田２丁目公園



愛護活動の作業中看板の配布

公園緑地等で愛護活動を行う際に作業看板を作成し、令和５年
度より配布しております。必要な団体様は、道路公園センター
までご連絡ください。

○作業中看板（折り畳みスタンド式）の仕様
サ イ ズ：折り畳み時の高さ68㎝×幅30㎝×厚み3.7㎝

使用時の高さ65㎝×幅30㎝×厚み40㎝



メンバー募集チラシの配布

新規メンバーを募集中の団体様向けにメンバー募集チラシの
フォーマットを作成しました。公園に掲示するなどして、ご活用
ください。サ イ ズ：A4



よく問い合わせのある事項

・公園の樹木を剪定して欲しい。
→多摩区内には１６７公園ありますので、おおむね３年に１回
の剪定の頻度となっております。樹木が枯れたり、隣接の敷地
まで越境している場合は別途対応いたしますのでご連絡下さい。

・遊具の点検はどうなっているのか。
→道路公園センターで年２回ほど点検しております。愛護団体
の皆様にはご協力いただいておりますが、鉄製の遊具であれば
地際の部分が腐食しやすいので点検の際に注意して下さい。



よく問い合わせのある事項

・管理活動の際に発生した枝や草はどうしたらよいか。
→少量なら地域でご相談の上、お近くの集積所で家庭ごみと一
緒に処分を行うこととなりますが、量が多い場合については直
接多摩生活環境事業所に所定の書式にてご連絡いただければ後
回収を行います。なお、枝等の長さは５０㎝以下にして下さい。

連絡先 ・申込書送付先

○多摩生活環境事業所
ＴＥＬ ９３３－４１１１ ＦＡＸ ９３４－８５５０
メールアドレス 30tamase@city.kawasaki.jp

申込書ダウンロードはこちら

mailto:30tamase@city.kawasaki.jp


 

 

            
    

 
 

 
 

 

   

 
 

     

 
      
                           

 
               

 
                         
   

 
                         

   
 

 

     
                           

 
 

     
 

 
            

 

 
                

 

 
 
                  

 

  
  

 
  
 

 
           

 
        

                
 


